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(57)【要約】
【課題】追跡対象ごとに設定した多数の特徴点のマッチ
ングによる追跡中にオクルージョンが発生し、特徴点の
一部が遮蔽されても、高速かつ高精度な追跡を継続する
。
【解決手段】レンダリング処理部４２は、複数の追跡対
象の3Dモデル、初期姿勢および特徴点に基づく3Dレンダ
リングにより各追跡対象のレンダリング結果をフレーム
バッファ４３上に展開する。テンプレート画像生成部５
２はレンダリング結果をバス経由で読み取ってテンプレ
ート画像を取得する。遮蔽特徴点判定部５５は、オクル
ージョンにより遮蔽される特徴点を判定する。特徴点セ
ット修正部５６は、遮蔽された特徴点をマッチング用の
特徴点から除外する。マッチング部５７はフレーム画像
と各テンプレート画像との間で特徴点マッチングを実行
する。姿勢更新部５８はマッチング結果に基づいて追跡
対象の姿勢を更新する。レンダリング処理部４２は更新
後の姿勢を次フレームの初期姿勢に反映する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　3Dレンダリングにより得られた追跡対象のテンプレート画像をバス経由で読み取り、フ
レーム画像とテンプレート画像とのマッチング結果に基づいて追跡対象の姿勢を更新する
姿勢追跡装置において、
　複数の追跡対象の3Dモデルを、初期姿勢および特徴点に基づいてフレームバッファ上に
レンダリングするレンダリング手段と、
　前記レンダリング結果をバス経由で読み取ってメインメモリ上にテンプレート画像を生
成するテンプレート画像生成手段と、
　前記テンプレート画像を対象に、オクルージョンにより遮蔽される特徴点を判定する遮
蔽特徴点判定手段と
　前記遮蔽された特徴点をマッチング用の特徴点から除外する特徴点修正手段と、
　フレーム画像と各テンプレート画像との間で前記修正後の特徴点を用いたマッチングを
実行するマッチング手段と、
　前記マッチング結果に基づいて追跡対象の姿勢を更新する姿勢更新手段とを具備し、
　前記レンダリング手段は、更新後の姿勢を次フレームの初期姿勢に反映することを特徴
とする姿勢追跡装置。
【請求項２】
　複数の追跡対象の論理和領域を一のテンプレート画像取得ROIに設定するROI計算手段を
さらに具備し、
　前記テンプレート画像生成手段は、前記一のテンプレート画像取得ROIをバス経由で読
み取ってテンプレート画像とすることを特徴とする請求項１に記載の姿勢追跡装置。
【請求項３】
　前記特徴点を遮蔽された追跡対象の特徴点群から、当該遮蔽された特徴点の代替えとな
る特徴点を選択して前記マッチング用の特徴点を補完する手段をさらに具備し、
　前記マッチング手段は、補完後の特徴点を用いてマッチングを実行することを特徴とす
る請求項１または２に記載の姿勢追跡装置。
【請求項４】
　前記遮蔽特徴点判定手段は、デプスバッファを使用して各特徴点の遮蔽判定を行う第１
判定方法、特徴点の幾何変換を利用して特徴点全体の前後関係を一括判定する第２判定方
法、および3Dモデルの頂点の幾何変換を利用して特徴点全体の前後関係を一括判定する第
３判定方法のいずれかにより、前記オクルージョンにより遮蔽される特徴点を判定するこ
とを特徴とする１ないし３のいずれかに記載の姿勢追跡装置。
【請求項５】
　前記遮蔽特徴点判定手段は、3Dモデルの頂点数が所定数よりも少なければ第３判定方法
を採用することを特徴とする請求項４に記載の姿勢追跡装置。
【請求項６】
　3Dレンダリングにより得られた追跡対象のテンプレート画像をバス経由で読み取り、フ
レーム画像とテンプレート画像とのマッチング結果に基づいて姿勢推定を行う姿勢推定装
置において、
　追跡対象の姿勢ごとに特徴点を含む画像特徴を蓄積する画像特徴DBと、
　フレーム画像から特徴点を検出する手段と、
　前記蓄積された特徴点と前記検出された特徴点との間で特徴点マッチングを行うマッチ
ング手段と、
　前記マッチング結果に基づいて追跡対象の初期姿勢を推定する手段と、
　追跡対象ごとに、その初期姿勢、3Dモデルおよび特徴点に基づいて姿勢追跡を実行する
姿勢追跡装置とを具備し、
　前記姿勢追跡装置は、
　複数の追跡対象の3Dモデルを、初期姿勢および特徴点に基づいてフレームバッファ上に
レンダリングするレンダリング手段と、
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　前記レンダリング結果をバス経由で読み取ってメインメモリ上にテンプレート画像を生
成するテンプレート画像生成手段と、
　前記テンプレート画像を対象に、オクルージョンにより遮蔽される特徴点を判定する遮
蔽特徴点判定手段と
　前記遮蔽された特徴点をマッチング用の特徴点から除外する特徴点修正手段と、
　フレーム画像と各テンプレート画像との間で前記修正後の特徴点を用いたマッチングを
実行するマッチング手段と、
　前記マッチング結果に基づいて追跡対象の姿勢を更新する姿勢更新手段とを具備し、
　前記レンダリング手段は、更新後の姿勢を次フレームの初期姿勢に反映することを特徴
とする姿勢推定装置。
【請求項７】
　複数の追跡対象の論理和領域を一のテンプレート画像取得ROIに設定するROI計算手段を
さらに具備し、
　前記テンプレート画像生成手段は、前記一のテンプレート画像取得ROIをバス経由で読
み取ってテンプレート画像とすることを特徴とする請求項６に記載の姿勢推定装置。
【請求項８】
　前記特徴点を遮蔽された追跡対象の特徴点群から、当該遮蔽された特徴点の代替えとな
る特徴点を選択して前記マッチング用の特徴点を補完する手段をさらに具備し、
　前記マッチング手段は、補完後の特徴点を用いてマッチングを実行することを特徴とす
る請求項６または７に記載の姿勢推定装置。
【請求項９】
　フレーム画像を取得する手段と、
　フレーム画像内で追跡対象の姿勢を推定する手段と、
　AR情報が蓄積されたAR情報DBと、
　前記AR情報を前記取得画像に重畳表示する重畳表示手段とを具備し、
　前記姿勢を推定する手段は、
　追跡対象の姿勢ごとに特徴点を含む画像特徴を蓄積する画像特徴DBと、
　フレーム画像から特徴点を検出する手段と、
　前記蓄積された特徴点と前記検出された特徴点との間で特徴点マッチングを行うマッチ
ング手段と、
　前記マッチング結果に基づいて追跡対象の初期姿勢を推定する手段と、
　追跡対象ごとに、その初期姿勢、3Dモデルおよび特徴点に基づいて姿勢追跡を実行する
姿勢追跡装置とを具備し、
　前記姿勢追跡装置(33)は、
　複数の追跡対象の3Dモデルを、初期姿勢および特徴点に基づいてフレームバッファ上に
レンダリングするレンダリング手段と、
　前記レンダリング結果をバス経由で読み取ってメインメモリ上にテンプレート画像を生
成するテンプレート画像生成手段と、
　前記テンプレート画像を対象に、オクルージョンにより遮蔽される特徴点を判定する遮
蔽特徴点判定手段と
　前記遮蔽された特徴点をマッチング用の特徴点から除外する特徴点修正手段と、
　フレーム画像と各テンプレート画像との間で前記修正後の特徴点を用いたマッチングを
実行するマッチング手段と、
　前記マッチング結果に基づいて追跡対象の姿勢を更新する姿勢更新手段とを具備し、
　前記レンダリング手段は、更新後の姿勢を次フレームの初期姿勢に反映することを特徴
とする画像認識AR装置。
【請求項１０】
　複数の追跡対象の論理和領域を一のテンプレート画像取得ROIに設定するROI計算手段を
さらに具備し、
　前記テンプレート画像生成手段は、前記一のテンプレート画像取得ROIをバス経由で読
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み取ってテンプレート画像とすることを特徴とする請求項９に記載の画像認識AR装置。
【請求項１１】
　前記特徴点を遮蔽された追跡対象の特徴点群から、当該遮蔽された特徴点の代替えとな
る特徴点を選択して前記マッチング用の特徴点を補完する手段をさらに具備し、
　前記マッチング手段は、補完後の特徴点を用いてマッチングを実行することを特徴とす
る請求項９または１０に記載の画像認識AR装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像認識AR装置並びにその姿勢推定装置および姿勢追跡装置に係り、特に、
追跡対象ごとに設定した複数の追跡用の特徴点のマッチングによる追跡中にオクルージョ
ンが発生して一部の特徴点が追跡不能に陥っても、高速かつ高精度な追跡を継続できる画
像認識AR装置並びにその姿勢推定装置及び姿勢追跡装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、現実空間の画像（映像）をコンピュータで処理して仮想情報を重畳する拡張現実
感（AR：Augmented Reality）技術が注目を集めている。AR技術を用いることで、ユーザ
の行動を支援することや、ユーザに直観的な情報掲示を行うことが可能となる。
【０００３】
　例えば、身の回りの看板や広告にAR技術を適用することで、限られたスペースでは伝え
ることのできない詳細な情報や動画、3Dコンテンツ等を付加することや、場所や時間、閲
覧者の属性等によって掲示する情報を適切に変更することが可能となる。また、複雑な操
作手順を必要とする装置のガイドにAR技術を適用することで、作業の効率化や、安全性の
向上を実現することが可能となる。
【０００４】
　AR技術の主なプラットフォームは、以前はWebカメラを接続したラップトップPCであっ
たが、近年は撮像装置（カメラ）や各種センサ、表示ディスプレイを搭載し、十分な処理
性能を備えたタブレットデバイスやスマートフォン、HMD（Head Mounted Display）に代
表されるウェアラブルデバイス等、様々な高性能モバイル端末が普及しつつあり、AR技術
の主要なプラットフォームを担いつつある。
【０００５】
　これらAR技術を構成する要素技術の中では、仮想情報を正しい位置に重畳するための「
位置合わせ技術」が特に重要な役割を担っている。仮想情報があたかも現実空間の重畳位
置に存在するかのように見せるためには、カメラ及びディスプレイの移動に合わせて、高
速かつ高精度に位置合わせ処理を実行する必要がある。
【０００６】
　特許文献１では、GPSや電子コンパス（方位センサ）、加速度センサといった各種セン
サデバイスを利用し、現実空間とカメラの相対的な位置関係（位置及び方向の６自由度の
パラメータで決定される。以降「姿勢」と表現と表現する。）を求め、位置合わせ（以降
「姿勢推定」と表現する。）を実現する技術が開示されている。
【０００７】
　この技術を利用したARサービスは既に広く提供されており、代表的なサービス例として
、ナビゲーションサービスや、観光案内サービス等が挙げられる。センサに基づく姿勢推
定は処理負荷が少ない利点がある一方、姿勢推定精度が十分でなく、異なる対象物（建物
など）に仮想情報を重畳してしまうことが起こりうる。また、現実空間内に固定配置され
たオブジェクトに対してのみ有効（仮想情報を重畳可能）という制約が存在する。
【０００８】
　特許文献２，３および非特許文献１には、カメラのプレビュー画像に対する画像解析処
理によって姿勢を推定する技術が開示されている。これら画像解析による姿勢推定は、正
確な姿勢推定と移動物体に対するARを実現できるという点が大きな利点である。推定精度
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については、既存技術の時点で、仮想情報の表示位置の誤差を数ピクセル程度（ユーザに
は知覚できないレベル）に抑えることが可能であるため、作業ガイドの重畳表示等、正確
な重畳が求められる場合に相性が良い。
【０００９】
　特に特許文献２では、エッジや特徴点等の画像特徴を利用し、事前登録された三次元オ
ブジェクトの姿勢をリアルタイム推定するための技術が開示されている。この手法は任意
形状のオブジェクトを対象物として扱うことができるものの、処理負荷が高く、現在のAR
の主要なプラットフォームであるモバイル端末上でのリアルタイム処理を実現することが
出来ない。
【００１０】
　一方、特許文献３や非特許文献１では、事前登録された平面／三次元オブジェクトの姿
勢をモバイル端末でリアルタイム推定するための技術が開示されている。追跡中のオブジ
ェクトの登録画像を、過去の姿勢から予測（例えば線形予測）した姿勢に基づき変換する
ことで、追跡用のテンプレート画像を生成し、これを入力画像とマッチングする（追跡す
る）手法が採られている。
【００１１】
　対象物の移動が極端に大きい場合で無ければ、テンプレート画像と入力画像はかなり類
似した画像となるため、視点変化に頑健かつ高速な追跡が可能になる。さらに、テンプレ
ート画像と入力画像の両方をダウンサンプリングすることで画像ピラミッドを構成し、ピ
ラミッド上位の低解像度画像から順に追跡処理を行うことで、処理負荷を削減する手法が
採られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１２】
【特許文献１】特開2010-238096号公報
【特許文献２】特許5291605号公報
【特許文献３】特表2013-508844号公報
【非特許文献】
【００１３】
【非特許文献１】D. Wagner, G. Reitmayr, A. Mulloni, T. Drummond, and D. Schmalst
ieg, "Real-time detection and tracking for augmented reality on mobile phones," 
IEEE Trans. on Visualization and Computer Graphics, 2010.
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　上記の従来技術は、追跡の対象物が１体であれば処理負荷および精度の両面で優れるも
のの、追跡対象が複数になった際に、処理負荷が線形に増加するという課題がある。また
、対象物が互いに重なり合うオクルージョンへの対策が無く、頑健性が低下する技術課題
がある。
【００１５】
　すなわち、追跡対象間のオクルージョンにより一方（下側）の追跡対象の特徴点が他方
（上側）の追跡対象により遮蔽されてしまい、追跡用に使用できなくなっても、後段のマ
ッチング機能はそれを認識できない。したがって、一方の追跡対象については、追跡でき
ない特徴点のマッチングに要する無駄時間が発生し、また特徴点が減少することで追跡精
度が低下するという技術課題があった。
【００１６】
　本発明の目的は、上記の技術課題を解決し、追跡対象ごとに設定した多数の特徴点のマ
ッチングによる追跡中にオクルージョンが発生し、一方の追跡対象の特徴点が他方の追跡
対象により遮蔽されても、高速かつ高精度な追跡を継続できる画像認識AR装置並びにその
姿勢推定装置及び姿勢追跡装置を提供することにある。
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【課題を解決するための手段】
【００１７】
　上記の目的を達成するために、本発明は、以下のような構成を具備した点に特徴がある
。
【００１８】
　(1) 本発明の姿勢追跡装置は、複数の追跡対象の3Dモデルを、初期姿勢および特徴点に
基づいてフレームバッファ上にレンダリングする手段と、レンダリング結果をバス経由で
読み取ってメインメモリ上にテンプレート画像を生成する手段と、テンプレート画像を対
象に、オクルージョンにより遮蔽される特徴点を判定する手段と、遮蔽された特徴点をマ
ッチング用の特徴点から除外する手段と、フレーム画像と各テンプレート画像との間で前
記修正後の特徴点を用いたマッチングを実行する手段と、マッチング結果に基づいて追跡
対象の姿勢を更新する手段とを具備し、レンダリング手段は、更新後の姿勢を次フレーム
の初期姿勢に反映するようにした。
【００１９】
　(2) 本発明の姿勢推定装置は、追跡対象の姿勢ごとに特徴点を含む画像特徴を蓄積する
画像特徴DBと、フレーム画像から特徴点を検出する手段と、蓄積された特徴点と検出され
た特徴点との間で特徴点マッチングを行う手段と、マッチング結果に基づいて追跡対象の
初期姿勢を推定する手段と、追跡対象ごとに、その初期姿勢、3Dモデルおよび特徴点に基
づいて姿勢追跡を実行する姿勢追跡装置として、上記(1)の姿勢追跡装置を用いた。
【００２０】
　(3) 本発明の画像認識AR装置は、フレーム画像を取得する手段と、フレーム画像内で追
跡対象の姿勢を推定する手段と、AR情報が蓄積されたAR情報DBと、AR情報を取得画像に重
畳表示する手段とを具備し、姿勢を推定する手段として、上記(2)の姿勢推定装置を用い
た。
【００２１】
　(4) 複数の追跡対象の論理和領域を一のテンプレート画像取得ROIに設定し、テンプレ
ート画像生成手段は、一のテンプレート画像取得ROIをバス経由で読み取ってテンプレー
ト画像とするようにした。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明によれば、3Dレンダリングにより得られた追跡対象のテンプレート画像をバス経
由で読み取り、フレーム画像とテンプレート画像とのマッチング結果に基づいて追跡対象
の姿勢を更新、推定する装置において、以下のような効果が達成される。
【００２３】
　(1) 対象物間のオクルージョンおよび遮蔽の状況を判定し、マッチング用の特徴点を修
正するようにしたので、特徴点マッチングの頑健性を向上させることができる。
【００２４】
　(2) 複数の対象物を同時に追跡する際の3Dレンダリング画像の転送時間を短縮すること
で処理時間のボトルネックを解消し、処理負荷の増大を抑制したので、低スペックのモバ
イル端末による大規模なAR表示を実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】本発明の一実施形態に係る画像認識AR装置１の主要部の構成を示した機能ブロッ
ク図である。
【図２】本発明の一実施形態に係る姿勢追跡装置の主要部の構成を示した機能ブロック図
である。
【図３】テンプレート画像取得ROIの計算方法を示した図である。
【図４】オクルージョンの判定方法を模式的に表現した図である。
【図５】姿勢追跡の方法を示したフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
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【００２６】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態について説明する。図１は、本発明の一実施
形態に係る画像認識AR装置１の主要部の構成を示した機能ブロック図であり、デスクトッ
プPC等の据え置き型のコンピュータをはじめ、ラップトップPC、タブレットデバイス、携
帯電話機、スマートフォン、携帯ゲーム機、HMD、腕時計型デバイス等、あらゆる携帯型
の情報端末に搭載することができる。
【００２７】
　プレビュー取得部２１は、携帯端末等に標準装備されているカメラモジュールあるいは
外付けされたWEBカメラ等の撮像部から、姿勢追跡の対象物（以下、追跡対象と表現する
場合もある）が写ったプレビュー画像をフレーム単位で取得する。
【００２８】
　姿勢推定装置２２は、姿勢検出部３１、画像特徴データベース(DB)３２および姿勢追跡
装置３３を含み、今回フレームのプレビュー画像を対象に、後に詳述する特徴点の追跡を
実施し、追跡対象とAR装置１との相対的な位置および姿勢の関係を推定する。
【００２９】
　AR情報データベース(DB)２３は、ハードディスクドライブや半導体メモリモジュール等
により構成された記憶装置であり、AR装置１が追跡対象の位置を認識した際に液晶ディス
プレイ等の表示部上に重畳表示するCGや二次元画像等のAR情報を保持している。
【００３０】
　重畳表示部２４は、前記姿勢推定装置２２が推定したカメラの姿勢パラメータに対応す
るAR情報を前記AR情報DB２３から取得し、フレーム単位で連続的に提供されるプレビュー
画像に重畳して表示部へ出力する。
【００３１】
　前記姿勢推定装置２２において、画像特徴DB３２には、オフラインで追跡対象の3Dモデ
ルを様々な代表的な姿勢（視点）で投影した多数の画像から視点に関わらず顕著性、識別
性の高い二次元特徴点を抽出し、更に各二次元特徴点を三次元逆投影によって三次元座標
に変換する処理を通じて作成／記録された多数の画像特徴A（特徴点の画像特徴量及びそ
の三次元座標）が蓄積される。
【００３２】
　なお、特徴点には追跡対象の姿勢によって視認可能（visible）な特徴点と、裏側に回
るなどして視認不可能（invisible）な特徴点とが存在し、視認不可能な特徴点は追跡に
利用できない。したがって、追跡に利用する特徴点は追跡対象の姿勢に応じて使い分ける
ことが望ましい。
【００３３】
　そこで、本実施形態では各代表的な姿勢で視認可能な画像特徴の集合を当該各姿勢に固
有の特徴点セットとして予め多数用意し、追跡対象の姿勢に応じて特徴点セットを使い分
けるようにしている。
【００３４】
　姿勢検出部３１において、画像特徴検出部３１ａは、プレビュー画像から追跡対象の画
像特徴Bを検出する。画像特徴の検出には、Harris、Hessian、SIFT、SURF、FAST、BRIEF
、ORB、BRISK、FREAK等の周知のアルゴリズムを用いることができる。
【００３５】
　マッチング部３１ｂは、検出された画像特徴Bと前記画像特徴DB３２に蓄積されている
画像特徴Aとのマッチングを行う。姿勢推定部３１ｃは、マッチング結果に基づいて追跡
対象の初期姿勢を推定する。
【００３６】
　マッチング結果である2D-3D対応点（画像特徴Bの二次元座標と画像特徴Aの三次元座標
との間の対応点）から姿勢を推定するアルゴリズムとしては、DLT(Direct Linear Transf
orm)法やPNP(Perspective-N-Points)法等が一般に知られており、本実施形態ではPnP法に
よって推定された姿勢を追跡対象の初期姿勢とする例を想定する。
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【００３７】
　姿勢追跡装置３３は、図２に示したように、GPU４１およびフレームバッファ４３を含
むグラフィックボード４０と、CPU５１およびメインメモリ５９を含む主装置５０とを主
要な構成とし、グラフィックボード４０と主装置５０とは、バス６０により命令及びその
応答を送受する。
【００３８】
　CPU５１のテンプレート画像生成部５２は、GPU４１に対して、OpenGLのインタフェース
経由で、カメラに対する追跡対象の姿勢を表す姿勢行列、カメラの画角や焦点距離を表す
投影行列、および描画の解像度を決めるビューポートの設定と、描画命令、描画結果の転
送命令とを行う。
【００３９】
　GPU４１のレンダリング処理部４２は、前記描画命令に応答して、追跡対象の3Dモデル
に3Dレンダリングを実行し、フレームバッファ４３にレンダリング結果（一般には、RGBA
の4チャネルデータ）を展開する。
【００４０】
　追跡対象が複数の場合、それぞれの3Dモデルおよびその姿勢行列を用いて3Dレンダリン
グが行われる。この際、GPU４１のデプステスト機能を有効にして各画像の上下関係を識
別することで、複数の追跡対象の重なりによる遮蔽（オクルージョン）を考慮したレンダ
リング結果をフレームバッファ４３上へ展開できる。
【００４１】
　CPU５１のテンプレート画像生成部５２は、フレームバッファ４３のレンダリング結果
を、バス６０経由でメインメモリ５９へ読み出すことでテンプレート画像を取得する。読
み出した画像に対しては、入力画像に合わせて適宜リサイズやグレースケール化が行われ
る。
【００４２】
　ここで、3Dレンダリングで利用する姿勢行列には初期姿勢を設定する。初期姿勢として
は、追跡中の対象物であれば、過去の複数フレーム分の追跡結果を線形予測やカルマンフ
ィルタに適用して反映させたものを採用できる。また、過去の追跡結果が存在しない、す
なわち追跡を開始して１フレーム目であれば、姿勢検出部３１の推定した姿勢を初期値と
しても良いし、あるいは初期値となる姿勢行列を外部から取得しても良い。
【００４３】
　投影行列には、実際に入力画像を撮像するカメラモジュールのパラメータ（内部パラメ
ータ）を設定することが望ましい。一般に内部パラメータを取得する方法として、チェス
ボードを利用したキャリブレーション手法が知られているので、これを利用すれば良い。
【００４４】
　内部パラメータが未知の場合は、別のカメラの内部パラメータで代用しても良い。その
場合、焦点距離の誤差（真値とのズレ）は、推定する姿勢のスケール（距離）の誤差に直
結する。そのため、対象物とカメラの間の距離計測等に利用する場合はキャリブレーショ
ンが必須である。
【００４５】
　ただし、ARの用途に限れば、AR情報を重畳する際の投影行列と揃えることで相殺され、
AR情報と現実空間の位置合わせの誤差には影響しない（レンダリング結果には影響しない
）ため、キャリブレーションの必要は無い。また、zNear、zFarの値は追跡対象が撮影さ
れ得る範囲の距離（例えば1cm～500cm等）に設定する。
【００４６】
　ビューポートは、入力画像と同じサイズを設定する。入力画像は、カメラから撮像され
た画像に対して、扱いやすいサイズ（例えばVGAやQVGA）へのリサイズと、グレースケー
ル変換を施した画像を想定する。
【００４７】
　図２へ戻り、CPU５１のROI計算部５４は、レンダリング結果の高速転送を実現するため
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の処理として、追跡対象が実際にレンダリングされた追跡対象ROI（Region Of Interest
）を計算し、更には複数の追跡対象ROIをフレームバッファ４３から一のレンダリング結
果として取得するためのテンプレート画像取得ROIを計算する。
【００４８】
　前記追跡対象ROIは、テンプレート画像生成部５２がフレームバッファ４３からレンダ
リング結果を取得する際に、取得する画像サイズを限定することで高速転送を実現するた
めのものである。
【００４９】
　前記テンプレート画像取得ROIは、テンプレート画像生成部５２がフレームバッファ４
３からレンダリング結果を取得する際に、複数の追跡対象ROIのレンダリング結果を一つ
にまとめて一括転送することで高速転送を実現するためのものである。
【００５０】
　テンプレート画像生成部５２によるフレームバッファ４３からの画像転送に関して、一
般に、グラフィックボード４０上のレンダリング画像を主装置部５０がバス６０経由で読
み出す処理時間は長く、全体のボトルネックになる場合が多い。また、画像データの総量
が同じ場合、複数の追跡対象のレンダリング画像を別々に生成して順次に読み出すよりも
、全ての追跡対象のレンダリング画像を含むように１枚にまとめて読み出す方が、主装置
部５０への転送処理を短時間で行うことができる。
【００５１】
　そこで、前記ROI計算部５４は、追跡対象が複数であれば、図３に示したように、各追
跡対象のレンダリング画像を包含する各追跡対象ROI（Z1，Z2）の∪（論理和）領域Zorを
計算してテンプレート画像取得ROIとし、テンプレート画像生成部５２は、当該テンプレ
ート画像取得ROI内の画像をフレームバッファ４３から一度の転送により取得する。追跡
対象が一つの場合は、テンプレート画像取得ROIは追跡対象ROIと等しくなる。
【００５２】
　また、グラフィックボード４０上のレンダリング画像を主装置部５０が読み出す際、ビ
ューポート全体を読み出すより、追跡対象が実際にレンダリングされた領域のみを読み出
せば高速転送が可能になる。これはカメラと追跡対象との距離が離れ、追跡対象が占める
領域のサイズが小さくなる程効果が大きい。
【００５３】
　そこで、前記ROI計算部５４は、ビューポートからテンプレート画像取得ROIのみを読み
出すこととし、更にテンプレート画像取得ROIを構成する個々の追跡対象ROIを計算する方
法として、3Dモデルの頂点を利用する第１の計算方法、および特徴点セットを利用する第
２の計算方法、の２種類を使い分ける。
【００５４】
　第１の計算方法では、3Dモデルの各頂点[X，Y，Z]^Tを次式(1)で二次元に投影して、投
影後の各頂点のピクセル座標P=[u，v]^Tを計算する。全ピクセル座標を包含する矩形領域
が追跡対象ROIとなる。この方法は3Dモデルの頂点数が少ない場合に有効である。
【００５５】
【数１】

【００５６】
　ここで、Aは内部パラメータである。R(r11～r33）は、三次元空間内の回転を表すパラ
メータであり、各パラメータはオイラー角等の表現によって三パラメータで表現すること
が可能である。ｔ(t1～t3)は、三次元空間内の平行移動を表すパラメータである。X、Y、
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Zは、3Dモデルのモデル座標系におけるX座標、Y座標及びZ座標である。u、vは、画面中の
ピクセル座標系におけるu座標及びv座標である。
【００５７】
　第２の計算方法では、前記3Dモデルの頂点の代わりに特徴点セットを投影し、同様にこ
れらを包含する矩形領域を追跡対象ROIとする。複雑な3Dモデルの場合、特徴点の数の方
が頂点より大幅に数が少ないため、第１の計算方法よりも高速な処理が期待できる。ただ
し特徴点に配置的な偏りがある場合、追跡対象ROIが対象物領域を正確に包含していない
場合が起こり得る。そのため、投影点の包含領域より一定幅広い領域を追跡対象ROIに設
定することが望ましい。
【００５８】
　本実施形態では、3Dモデルの頂点数に応じて、第１および第２の計算方法を使い分ける
。より具体的には、3Dモデルの頂点数が閾値τより大きい場合は第２の計算方式を利用し
、それ以外の場合は第１の計算方式を利用する。このような使い分けにより、精度と速度
の両立を実現可能である。
【００５９】
　図２へ戻り、主装置部５０のCPU５１は、テンプレート画像生成部５２，遮蔽発生判定
部５３，ROI計算部５４，遮蔽特徴点判定部５５，特徴点セット修正部５６，マッチング
部５７および姿勢更新部５８の各機能により姿勢追跡を実行する。メインメモリ５９は、
CPU５１へワークエリアを提供し、前記グラフィックボード４０のフレームバッファ４３
からバス６０経由で読み取ったレンダリング結果をテンプレート画像として展開する。
【００６０】
　前記遮蔽発生判定部５３および遮蔽特徴点判定部５５は、前記レンダリング処理部４２
と同様に、各追跡対象の初期姿勢、3Dモデルおよび初期姿勢に対応した特徴点セットの入
力を受けて、テンプレート画像内で複数の追跡対象が重なり合う遮蔽（オクルージョン）
領域を特定し、更にはオクルージョン領域における各対象物の前後関係を判定する。
【００６１】
　オクルージョン領域では、他の追跡対象により遮蔽された特徴点セットは、実際には見
えなくなるために追跡することができず、マッチング精度劣化の要因となる。そのため、
遮蔽特徴点判定部５５の役割は、各追跡対象の特徴点セットについて、遮蔽された特徴点
を除外することで頑健性を向上することである。
【００６２】
　前記遮蔽発生判定部５３は、図４に示したように、各追跡対象ROIの∩（論理積）領域Z
andの有無を確認することで、オクルージョンが発生している領域の有無を判定する。∩
領域Zandが存在しない場合は、オクルージョンが発生していないと判定し、以降の処理を
終了する。また、第１の計算方法で追跡対象ROIを計算する場合は、各頂点の投影点Pの凸
包となる輪郭Cを計算し、この輪郭の重なる領域Candの有無でオクルージョンを判定して
も良い。
【００６３】
　遮蔽特徴点判定部５５は、前記∩領域Zandが存在すると判定されると、∩領域Zandを有
する各追跡対象のそれぞれの特徴点セットについて、当該∩領域Zandの内部の特徴点のみ
を対象に上式(1)で二次元投影し、∩領域Zandの内外判定を行う。
【００６４】
　本実施形態では、遮蔽判定精度および処理負荷の異なる３種類の判定方法として、デプ
スバッファを使用して各特徴点の遮蔽判定を行う第１判定方法と、特徴点セットの幾何変
換を利用して特徴点セット全体の前後関係を一括判定する第２判定方法と、3Dモデルの頂
点の幾何変換を利用して特徴点セット全体の前後関係を一括判定する第３判定方法とを使
い分けることができる。
【００６５】
　オクルージョンの判定精度と処理負荷とはトレードオフの関係があり、第１判定方法で
は厳密な判定が可能だが処理負荷が大きく、第２判定方法では高速な判定可能だが厳密さ
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に欠ける。また、第３判定方法は3Dモデルの頂点数が少ない場合に有効である。
【００６６】
　第１判定方法では、テンプレート画像生成部５２の処理と同様に、フレームバッファ上
の追跡対象ROIの∩領域Zandから、デプスバッファに記憶されている値（一般には、３２b
it浮動小数点データ）をメインメモリ５９に読み出す。デプスバッファ値は、次式(2)で
三次元座標のZ座標に変換することができる。
【００６７】
【数２】

【００６８】
　ここで、zNear，zFarは、テンプレート画像生成部５２の投影行列で指定した奥行の手
前と奥、dはデプスバッファ値、Zはdから変換される、カメラ基準のZ座標値である。本実
施形態では、基本的に座標系の取り方には依存しないが、Z軸は、奥行Zが大きくなるほど
、正の大きい値を取る方向に向いていると仮定する。
【００６９】
　∩領域Zandの内部の特徴点について、(2)式でZ座標を計算する。さらに、初期姿勢と(3
)式により、当該特徴点をカメラ基準の座標系に幾何変換し、幾何変換によるZ'座標とデ
プスバッファよるZ座標との比較を行う。
【００７０】

【数３】

【００７１】
　遮蔽されていない場合、これらは一致するか、近い数字になるが、遮蔽されている場合
、デプスバッファは遮蔽物体の値になるので一致しない。そこで、Z'とZの比較により、
当該特徴点が遮蔽されているか否かを判定し、遮蔽されている特徴点は特徴点セットから
除外する。より具体的には、差分Z'-Zが所定の閾値以上になる場合に、当該特徴点が遮蔽
されていると判定する。
【００７２】
　第２判定方法では、∩領域内部のそれぞれの追跡対象の特徴点セットについて、(3)式
によりそれぞれの初期姿勢で幾何変換を行ってZ'座標を取得する。それぞれの追跡対象の
Z'座標を平均し、平均の小さい方の対象物（3体以上の場合は最も小さい対象物）の特徴
点セットを残し、それ以外の特徴点セットは遮蔽されていると判定して除外する。複雑に
前後が入れ替わるような形状の対象物で無い限りは、この方法でも概ね正しい判定が見込
める。
【００７３】
　第３判定方法は、ROI計算部５４が第１判定方法で追跡対象ROIを計算した場合にのみ利
用できる。3Dモデルの各頂点の投影位置の凸包となる輪郭の∩領域の輪郭Candを計算し、
Cand内の特徴点セットについて、第２判定方法と同様の方法で前後関係を判定する。∩領
域を矩形で計算するより、輪郭で計算する第３判定方法の方が、より高精度な判定が可能
である。
【００７４】
　本実施形態では、端末の処理能力及び3Dモデルの頂点数に応じて第１、第２および第３
判定方法を使い分けることとし、処理能力が高い場合は第１判定方法を利用し、低い場合
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は第２判定方法を利用する。または、3Dモデルの頂点数が少ない場合に第３判定方法を利
用し、多い場合に第１、第２判定方法を利用する。これにより、端末の処理能力に応じて
、処理負荷と精度のバランスを取ることが可能となる。
【００７５】
　なお、追跡対象が三体以上であると、個々の追跡対象ROIの∩領域が複数領域存在する
場合が起こりうる。このような場合、第１判定方法では、デプスバッファの読み出しが複
数回となるので効率が悪い。したがって、複数の∩領域を包含する矩形領域を計算し、複
数領域のデプスバッファを一括で読み出すことが望ましい。
【００７６】
　特徴点セット修正部５６は、前記遮蔽判定の結果に基づいて、遮蔽された特徴点を特徴
点セットから除外する。また、除外された特徴点セットと同数の未選択の特徴点セットを
新たに選択して追跡用の特徴点セットに追加する。
【００７７】
　マッチング部５７は、前記遮蔽発生判定によって修正された特徴点セットを利用して、
追跡対象ごとに、そのテンプレート画像と入力画像との間で特徴点マッチングを行い、2D
-3D対応点を取得する。
【００７８】
　2D-3D対応点とは、入力画像中の二次元ピクセル座標と、3Dモデルの三次元座標との間
の点対応のことであり、三次元座標を初期姿勢でテンプレート画像内の二次元ピクセル座
標に投影し、入力画像内で、投影された特徴点の対応箇所を探索することで取得する。
【００７９】
　本実施形態では、特許文献３や非特許文献１に開示されているマッチング処理を適用で
きる。この場合、各特徴点の周囲（本実施形態では、8×8の矩形領域）の画素情報（輝度
値）をテンプレート画像から取得し、これを切り出し画像とする。次いで、プレビュー画
像中で切り出し画像と一致する領域を探索する。本実施形態ではNCC（Normalized Cross 
Correlation）やZNCC（Zero-mean Normalized Cross Correlation）を用いたテンプレー
トマッチングによる探索を想定する。
【００８０】
　マッチングによって高い相関を持つ領域が求まれば、当該領域の中心のピクセル座標が
追跡位置となる。マッチングは各切り出し画像の追跡の初期位置を中心とした固定範囲（
例えば、５×５）に限定して行われる。
【００８１】
　なお、画像ピラミッドを利用する場合、ピラミッドの高段で比較的広い探索範囲（例え
ば５×５）で荒く推定した姿勢をさらに初期値として、低段でより狭い探索範囲（例えば
２×３）で高精度なマッチング処理を行うことで、追跡精度の低下を抑えることが可能に
なる。
【００８２】
　なお、高い相関を持つ領域が探索範囲内で見つからなかった場合、マッチング部５７は
当該特徴点のマッチングに失敗したと判定する。例えば、追跡対象、又はカメラが急速に
移動するなどして、特徴点の移動量が探索幅を超えた場合はマッチングに失敗する。そし
て、マッチングに成功した（相関が閾値以上の箇所が求められた）特徴点数が所定の閾値
以下となれば、マッチングを中断して追跡失敗のメッセージを出力する。
【００８３】
　姿勢更新部５８は、前記マッチング部５７が取得した2D-3D対応点に基づき、以下に詳
述するように、入力画像中の各追跡対象の姿勢を更新する。
【００８４】
　2D-3D対応点間では上式(1)が成り立つ。姿勢の推定値は、初期姿勢からスタートし、非
線形の最適化手法を用いて次式(4)で求める。
【００８５】
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【数４】

【００８６】
　ここで、m'iはmiの画像上の追跡位置を表す。miは特徴点セットの姿勢Wによる投影位置
を表す。ρ(・)はロバスト推定の重み係数を表す。上式(4)は、特徴点セットの投影位置
が追跡位置に最も近付く（再投影誤差が最も小さくなる）姿勢Wを求めることに相当する
。ここで、姿勢の推定値は、最終的な推定値として出力しても良いし、既存手法と同様、
画像ピラミッドの下段の画像のマッチングにおける、初期値として扱っても良い。その場
合、ピラミッドの下段方向に向かって、姿勢追跡の処理が反復的に実行される。
【００８７】
　このようにして更新された初期姿勢は、次フレームで検出された追跡対象のテンプレー
ト画像を生成する際の初期姿勢に反映される。
【００８８】
　図５は、本発明の一実施形態の動作を示したフローチャートであり、主に姿勢追跡装置
３３による姿勢追跡の動作を示している。
【００８９】
　ステップS１では、GPU４１のレンダリング処理部４２が、追跡対象の3Dモデルおよび初
期姿勢を取得し、さらに当該初期姿勢に対応した特徴点セットを前記画像特徴DB２２から
取得し、その一部を今回の追跡用に決定する。
【００９０】
　ステップS２では、ROI計算部５４により、レンダリング結果のバス経由での高速転送を
実現するために、前記追跡対象ROIおよびテンプレート画像取得ROI（x, y, width, heigh
t）が計算される。
【００９１】
　ステップS３では、レンダリング処理部４２が、追跡対象の3Dモデルに対して前記初期
姿勢および追跡用の特徴点に基づいて3Dレンダリングを実行し、そのレンダリング結果を
フレームバッファ４３上に展開する。
【００９２】
　ステップS４では、テンプレート画像生成部５２が前記テンプレート画像取得ROIの範囲
内のレンダリング結果をフレームバッファ４３からバス経由で取得し、これをメインメモ
リ５９上にテンプレート画像として展開する。ステップS５では、追跡対象の数に応じて
処理が分岐する。
【００９３】
　追跡対象が複数であればステップＳ６へ進み、前記遮蔽発生判定部５３によりオクルー
ジョン領域が計算される。ステップＳ７では、前記計算結果であるオクルージョン領域の
有無により処理が分岐し、オクルージョンが発生していればステップＳ８へ進む。
【００９４】
　ステップＳ８では、前記遮蔽特徴点判定部５５により、前記オクルージョン領域におけ
る各追跡対象ROIの前後（上下）関係が判定される。ステップＳ９では、前（上）側の追
跡対象ROIにより遮蔽されて視認不可能となった後（下）側の追跡対象ROIの特徴点セット
が、前記特徴点セット修正部５６により識別されて追跡用の特徴点セットから除外される
。
【００９５】
　このとき、必要に応じて、除外された特徴点セットと同数の特徴点セットを、今回の初
期姿勢の対応付けられた未選択の特徴点セット集合から選択し、新たに追跡用の特徴点セ
ットとして追加するようにしても良い。
【００９６】
　ステップＳ１０では、前記マッチング部５７が、前記除外されなかった特徴点セットお
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よび追加された特徴点セットを用いて、各テンプレート画像と入力画像との間でマッチン
グを行う。ステップＳ１１では、マッチングが取れた特徴点セットが最も多く帰属する姿
勢が現在の姿勢として更新登録される。このようにして更新された追跡姿勢は、次フレー
ムで検出された対象物のテンプレート画像を生成する際の初期姿勢として用いられる。
【符号の説明】
【００９７】
　２１…プレビュー取得部，２２…姿勢推定装置，２３…AR情報DB，２４…重畳表示部，
３１…姿勢検出部，３１ａ…画像特徴検出部，３１ｂ…マッチング部，３１ｃ…姿勢推定
部，３２…画像特徴DB，３３…姿勢追跡装置，４０…グラフィックボード，４１…GPU，
４２…レンダリング処理部，４３…一括転送準備部，４３…フレームバッファ，５０…主
装置部，５１…CPU，５２…テンプレート画像生成部，５３…遮蔽発生判定部，５４…ROI
計算部，５５…遮蔽特徴点判定部，５６…特徴点セット修正部，５７…マッチング部，５
８…姿勢更新部，５９…メインメモリ，６０…バス

【図１】 【図２】
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【図５】
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